
令和８年

４月１日から
上下水道料金を
値上げします

　上下水道事業はお客さまからいただく上下水道料金で運営しています。市では、水道料金を平成
２３年に値上げ、下水道使用料を平成２５年に統一して以降、消費税を除く料金を据え置いてきました。
　しかし、人口の減少などにより料金収入が少なくなる一方、古い施設を直したり近年の急な物価の
値上がりにより経費は増え続けています。このままではお客さまに安心して水道水を届け、排水を処
理し続けることが難しい状況です。
　お客さまにはご負担をおかけしますが、このたび上下水道料金を値上げさせていただくことになり
ました。
　経費削減に取り組み、今後も安心・安全な上下水道事業の運営に努めてまいりますので、ご理解と
ご協力をお願いいたします。

●いつから値上げするの？
令和８年４月から上下水道料金を２回に分けて値上げします。
令和８年４月請求分（３月使用分）まではこれまでどおりの料金です。

お客さまの負担を少しでも軽くするため、２回に分けて値上げします

令和８年と令和１０年で約１０％ずつ値上げします
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●どれくらい変わるの？
１カ月あたりの料金（税込）※その他の口径も値上げになります。

◆変更後の料金比較イメージ（１カ月あたり、口径１３mm、上下水道利用、税込の場合）

ご質問やご不明な点については、以下の窓口までお問い合わせください。
【お問い合わせ】上下水道課（水道）☎６７―７２８０
　　　　　　　　　　　　（下水道）☎６７―７８５７
　　　　　　　　受付時間：月～金　午前８時30分～午後５時15分

現在
基本料金 超過料金
10㎥まで 1㎥につき

水道料金
口径13mm 1,886円

260円水道料金
口径20mm 1,928円

水道料金
口径50mm 12,886円

下水道料金 1,886円 240円

令和８年４月～
基本料金 超過料金
10㎥まで 1㎥につき
2,075円
(+189円)

286円
(+26円)

2,120円
(+192円)
14,175円

(+1,289円)
2,075円
(+189円)

264円
(+24円)

令和１０年４月～
基本料金 超過料金
10㎥まで 1㎥につき
2,263円
(+188円)

311円
(+25円)

2,313円
(+193円)

15,463円
(+1,288円)

2,263円
(+188円)

287円
(+23円) 

これまでの連載は
こちらからご覧いた
だけます。
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